
１　アクションプランの目的

２　計画の位置づけ

３　施策の展開

４　計画の実現に向けた推進体制

第４次春日井市産業振興アクションプラン　目的と体系（案）　

※ 総合計画に記載の「地域資源を活用した観光の推進」

については、「春日井市観光によるにぎわい創出基本

計画」（令和４年12月策定）において、具体的な方針

や取組などを定めています。
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新たな事業の創出と事業者の成長の促進

創業をはじめ、研究開発や設備投資、販路開拓などの事業活動、

デジタル化やゼロカーボンなどの経営課題への対応、企業の人材育成、

経営基盤の強化のための支援を行い、新たな事業の創出と事業者の成

長を促進します。

基本方針１ ⑴ 創業やスタートアップ等による新事業

創出の促進

⑵ 協業や事業承継等による事業発展の促進

⑶ 研究開発や設備投資の支援

⑷ 販路開拓やビジネスマッチングの支援

⑸ 経営課題への対応の支援

⑹ 人材の育成及び雇用の確保の支援

⑺ 経営基盤の強化のための支援

検討中

新たな企業誘致の推進と事業拡大に対応した企業立地の支援基本方針２

新たな企業の誘致を推進するとともに、事業拡大に対応した企業立

地を支援し、地域経済の発展や雇用の創出を図ります。

⑴ 企業立地の支援

⑵ 企業用地の整備

検討中

多様な働き方と働く機会の創出

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進するほか、

若者や女性、高齢者、障がいのある人などの就業や働きやすい職場づ

くりを促進し、多様な働き方と働く機会を創出することで、安心して

働くことができる環境づくりと生産性の向上につなげます。

基本方針３

検討中
⑴ ワーク・ライフ・バランスの推進

⑵ 多様な人が働きやすい職場づくりの促進

施策の基本方針 取組の方向性 取組

地域の商業の活性化の促進

地域の商業の活性化を促進し、交流機会の充実と地域のにぎわいの

創出を図ります。

基本方針４

検討中
⑴ 個店や商店街の活性化

⑵ コミュニティの形成の促進

⑴ 商工会議所との一体的支援の推進

⑵ 関係機関との連携の推進

⑶ 専門人材による支援の推進

⑷ 支援情報の発信の推進

⑸ 計画の進行管理

第４次産業振興アクションプランは、第六次総合計画に掲げる市の将来像「暮らしやすさと幸せをつなぐまち かすがい」及び基本目標

の１つである「活力とやすらぎのあるまち」の実現を図るため、施策「産業の振興と安心して働ける環境づくりの推進」を実行するため

の具体的な取組を定めるものです。
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